
� � (毎週月･水･金曜日発行)

平
成
十
九
年

一
月
三
十
一
日

(

水
曜
日)

号
外
第
三
号

目

次

公

告

○
青
森
県
防
除
実
施
基
準
の
公
表

(

林

政

課)

…

�

○
高
度
公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域
の
指
定

(

同

)

…

�

○
樹
種
転
換
促
進
指
針
の
公
表

(

同

)

…

�

○
地
区
防
除
指
針
の
公
表

(

同

)

…

�

公

告

青
森
県
防
除
実
施
基
準
の
公
表

森
林
病
害
虫
等
防
除
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
青
森
県
防
除
実
施
基
準
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
防
除
実
施
基
準
に
定
め
る
特
別

防
除
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
森
林
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
森
林
に
関
す
る
事
項

青
森
県
に
お
い
て
、
松
く
い
虫
の
駆
除
及
び
ま
ん
延
防
止
の
た
め

｢

防
除
実
施
基
準｣

(

平
成

十
五
年
九
月
二
十
六
日
農
林
水
産
省)

に
定
め
る
特
別
防
除
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
森
林
に
関
す

る
基
準
に
適
合
す
る
森
林
の
区
域
は
、
次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。

二

特
別
防
除
を
行
う
森
林
の
周
囲
の
自
然
環
境
及
び
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
項

特
別
防
除
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
十
分
配
慮
し
、
特
別
防
除
を
行
う
森

林
の
周
囲
の
自
然
環
境
及
び
生
活
環
境
の
保
全
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
地
域
住
民
等
関

係
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
特
別
防
除
の
実
施
の
必
要
性
及
び
安
全
性
、
使
用
薬
剤
、

散
布
方
法
、
実
施
時
の
注
意
事
項
等
に
つ
い
て
地
域
住
民
等
関
係
者
へ
の
周
知
徹
底
を
図
り
、
そ

の
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

１

国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
、
天
然
記
念
物
等
の
貴
重
な
野
生
動
植
物
の
生
息
、
分
布
状
況
等

に
つ
い
て
十
分
実
態
を
把
握
し
、
こ
れ
ら
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
当
該
生
息
地
か
ら
十

分
な
間
隔
を
保
持
す
る
等
適
切
な
対
策
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

病
院
、
学
校
、
家
屋
、
水
源
等
に
薬
剤
が
飛
散
・
流
入
し
な
い
よ
う
風
向
、
風
速
等
に
十
分

配
慮
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
等
か
ら
十
分
な
間
隔
を
保
持
し
、
適
正
な
散
布
方
法
の
選
択
、
給
水

施
設
の
被
覆
、
自
動
車
の
移
動
・
被
覆
等
に
つ
い
て
周
辺
住
民
等
へ
の
周
知
徹
底
を
行
う
も
の

と
す
る
。
山
間
部
の
農
山
村
地
帯
で
は
、
わ
き
水
等
を
利
用
し
た
小
規
模
な
水
道
が
多
く
、
薬

剤
の
流
入
の
恐
れ
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
水
道
の
設
置
者
な
ど
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
水

源
の
位
置
や
利
用
状
況
の
把
握
に
努
め
、
必
要
に
応
じ
て
被
覆
等
の
対
策
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

鉄
道
、
道
路
、
そ
の
他
の
交
通
施
設
、
公
園
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
及
び
そ
の
他
利
用

者
が
集
ま
る
森
林
に
お
い
て
特
別
防
除
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
実
施
時
間
等
も
考
慮
し
、
定

時
に
発
着
す
る
交
通
機
関
の
通
過
時
に
お
け
る
散
布
の
中
止
、
道
路
等
の
交
通
規
制
、
迂
回
等

通
学
・
通
勤
者
の
誘
導
、
施
設
へ
の
入
場
制
限
等
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
山
菜

や
キ
ノ
コ
採
り
時
期
に
は
、
入
山
者
が
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
林
道
の
入
り
口
等
に

入
山
禁
止
の
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
状
況
に
応
じ
人
員
を
配
置
す
る
等
の
措
置
を
行
い
、

ま
た
、
広
報
等
に
よ
り
入
山
し
な
い
よ
う
事
前
に
住
民
等
へ
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

病
院
、
学
校
、
家
屋
等
の
周
辺
で
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
騒
音
対
策
に
十
分
配
慮
す
る
も
の

と
す
る
。

三

特
別
防
除
に
よ
り
農
業
、
漁
業
そ
の
他
の
事
業
に
被
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

特
別
防
除
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
農
業
、
漁
業
そ
の
他
の
事
業
に
被
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
特
に
蚕
児
、
農
作
物
、
養
蜂
群
、
水
産
動

物
の
増
養
殖
場
、
漁
場
、
保
護
水
面
等
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
関
係
団
体
と
十

分
協
議
し
、
そ
の
意
見
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
実
施
に
当
た
っ
て
は
風
向
、
風
速
に

注
意
し
、
対
象
物
か
ら
の
十
分
な
間
隔
の
保
持
、
ミ
ツ
バ
チ
の
巣
箱
の
移
動
、
水
産
種
苗
の
放
流

時
期
と
の
調
整
等
十
分
な
被
害
防
止
対
策
を
行
い
、
特
別
防
除
実
施
の
必
要
性
、
安
全
性
、
使
用

薬
剤
、
散
布
方
法
及
び
実
施
時
期
の
注
意
事
項
等
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
等
関
係
者
へ
の
周
知
徹
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底
を
図
り
、
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

１

養
蚕
関
係

桑
葉
に
付
着
し
た
直
後
の
農
薬
は
微
量
で
あ
っ
て
も
、
蚕
に
対
し
て
極
め
て
有
害
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
薬
剤
が
飛
散
し
な
い
よ
う
十
分
な
間
隔
を
保
持
す
る
と
と
も
に
必
要
に
応
じ
、
蚕

室
を
被
覆
し
、
薬
剤
の
飛
散
・
流
入
を
防
ぐ
等
の
措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
危
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
散
布
地
の
周
辺
に
桑
園
が
あ
る
場
合
に
は
、
薬
剤
の
飛

散
の
有
無
が
確
認
で
き
る
よ
う
落
下
調
査
紙
を
設
置
し
、
桑
葉
へ
の
薬
剤
散
布
に
よ
る
付
着
の

恐
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
少
数
の
蚕
児
に
試
食
を
行
わ
せ
、
安
全
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
異
常
が
認
め
ら
れ
る
時
は
、
当
該
桑
園
か
ら
の
桑
葉
の
給
仕
は
行
わ

ず
、
安
全
な
自
家
桑
葉
又
は
買
桑
葉
に
よ
っ
て
不
足
分
を
補
う
等
の
対
策
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

養
蜂
関
係

養
蜂
の
計
画
は
、
ミ
ツ
バ
チ
の
転
飼
が
行
わ
れ
る
前
に
当
該
地
所
管
の
地
域
県
民
局
地
域
農

林
水
産
部
又
は
農
林
水
産
事
務
所
を
通
じ
て
申
請
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
薬
剤
の
散
布
に
よ
る
養

蜂
群
へ
の
危
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
担
当
課
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
広
報
等
に
よ
り
、
巣
箱
の
一
時
移
動
、
被
覆
、
冷
却
等
適
正
な
被
害
防
止
措
置
を
講

ず
る
よ
う
指
導
す
る
と
と
も
に
、
散
布
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に
養
蜂
業
者
と
連
絡
を
取
り
、

危
被
害
の
未
然
防
止
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

農
作
物
関
係

散
布
地
の
周
辺
に
葉
た
ば
こ
、
そ
の
他
の
農
作
物
の
栽
培
地
、
特
に
有
機
農
法
に
よ
る
栽
培

地
帯
が
あ
る
場
合
に
は
、
薬
剤
が
飛
散
し
な
い
よ
う
田
畑
か
ら
十
分
な
間
隔
を
保
持
す
る
。
ま

た
、
散
布
地
の
地
理
、
気
象
、
散
布
方
法
、
収
穫
ま
で
の
日
数
等
に
よ
り
そ
の
影
響
が
異
な
る

こ
と
か
ら
、
現
地
に
お
い
て
事
前
に
十
分
な
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

畜
産
関
係

散
布
地
の
周
辺
に
牧
草
地
、
特
に
放
牧
地
が
あ
る
場
合
に
は
、
風
向
、
風
速
に
注
意
し
て
散

布
す
る
こ
と
。
ま
た
、
畜
舎
及
び
鶏
舎
に
薬
剤
が
飛
散
し
な
い
よ
う
に
十
分
な
間
隔
を
保
持
す

る
と
と
も
に
、
航
空
機
の
騒
音
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

特
に
、
鶏
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
騒
音
に
敏
感
な
の
で
、
養
鶏
場
の
周
辺
で
低
空
飛
行
及
び
旋
回

を
避
け
る
よ
う
作
業
開
始
前
に
操
縦
士
と
十
分
な
打
ち
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、

散
布
直
後
は
、
家
畜
に
河
川
等
の
水
を
飲
ま
せ
な
い
よ
う
対
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

５

漁
業
関
係

水
産
動
物
の
増
養
殖
場
が
散
布
地
域
の
周
辺
に
あ
る
場
合
は
、
風
向
、
風
速
等
に
注
意
し
十

分
な
間
隔
を
保
持
す
る
と
と
も
に
、
水
産
動
物
又
は
そ
の
増
養
殖
場
施
設
等
の
一
時
移
動
又
は

被
覆
等
が
行
わ
れ
る
よ
う
対
策
を
講
ず
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
水
産
種
苗
の
放
流
時
期
と
の
調

整
等
十
分
な
被
害
防
止
を
行
う
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
森
林
病
害
虫
等
の
薬
剤
に
よ
る
防
除
に
関
す
る
事
項

１

特
別
防
除
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
使
用
薬
剤
の
農
薬
登
録
に
お
け
る
使
用
方
法
及
び
使
用

上
の
注
意
事
項
、
農
薬
取
締
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
基

準
等
を
遵
守
し
、
立
地
条
件
、
気
象
条
件
等
を
十
分
勘
案
の
上
、
安
全
か
つ
適
正
な
実
施
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

�

作
業
地
図
の
作
成

散
布
を
行
う
区
域
及
び
散
布
除
外
区
域
の
境
界
、
河
川
、
浄
水
場
等
並
び
に
航
空
機
の
飛

行
の
障
害
物
の
位
置
を
明
示
し
た
地
図
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

�

標
識
の
設
置

散
布
を
開
始
す
る
前
に
、
散
布
を
行
う
区
域
、
散
布
除
外
区
域
及
び
航
空
機
の
飛
行
の
障

害
物
を
示
す
標
識
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
�
の
作
業
地
図
に
基
づ
き
、
操
縦
士
と
と
も
に

地
上
及
び
空
中
か
ら
散
布
を
行
う
区
域
及
び
散
布
除
外
区
域
の
境
界
、
河
川
、
浄
水
場
等
並

び
に
航
空
機
飛
行
の
障
害
物
の
位
置
並
び
に
当
該
標
識
の
設
置
状
況
を
十
分
に
確
認
す
る
も

の
と
す
る
。

�

ド
リ
フ
ト
の
防
止

散
布
除
外
区
域
に
散
布
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
風
向
、
風
速
等
に
十
分
注
意
す
る
と
と

も
に
、
�
の
標
識
を
常
に
確
認
し
な
が
ら
行
い
、
強
風
等
の
場
合
に
は
直
ち
に
当
該
散
布
を

中
止
す
る
も
の
と
す
る
。

�

特
別
防
除
の
実
施
日
に
お
け
る
天
候

特
別
防
除
の
実
施
日
に
降
雨
、
あ
る
い
は
降
雨
直
後
及
び
散
布
後
間
も
な
く
雨
が
降
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
散
布
農
薬
が
枝
葉
に
定
着
し
に
く
く
、
ま
た
霧
の
と
き
は
標
識

の
確
認
が
困
難
と
な
る
な
ど
散
布
区
域
の
誤
認
等
に
よ
る
危
被
害
発
生
の
恐
れ
が
あ
る
の
で

散
布
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

２

特
別
防
除
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
人
に
よ
っ
て
薬
剤
に
よ
る
影
響
が
異
な
る
こ
と
を
配
慮

し
、
あ
ら
か
じ
め
最
寄
り
の
保
健
所
、
病
院
等
に
特
別
防
除
の
実
施
日
時
、
使
用
薬
剤
の
種
類

等
を
連
絡
し
、
万
一
に
備
え
た
医
療
緊
急
体
制
の
整
備
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
青
森
県
農
林

総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
林
業
試
験
場
等
の
試
験
研
究
機
関
に
協
力
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
ま

た
、
天
候
等
の
影
響
で
、
実
施
日
時
を
変
更
す
る
場
合
及
び
特
別
防
除
の
実
施
が
終
了
し
た
場

合
に
は
関
係
機
関
に
速
や
か
に
連
絡
す
る
。

３

特
別
防
除
の
実
施
に
よ
り
、
農
業
、
漁
業
及
び
そ
の
他
の
事
業
に
被
害
が
発
生
し
、
又
は
周
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囲
の
自
然
環
境
及
び
生
活
環
境
に
悪
影
響
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
当
該
地
域
の
特
別
防

除
を
中
止
し
、
そ
の
原
因
の
究
明
に
努
め
、
適
切
な
補
償
、
地
域
住
民
等
関
係
者
へ
の
原
因
説

明
等
適
切
な
事
後
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

４

森
林
病
害
虫
等
の
薬
剤
に
よ
る
防
除
を
最
も
効
果
的
な
時
期
に
実
施
す
る
た
め
、
発
生
予
察

調
査
を
実
施
す
る
等
効
果
の
確
保
を
図
る
も
の
と
す
る
。

５

地
上
か
ら
の
薬
剤
に
よ
る
防
除
に
お
い
て
は
、
二
、
三
、
四
の
関
係
部
分
に
準
じ
て
適
切
に

実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
西
北
地
方
農
林
水
産

事
務
所
に
据
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

高
度
公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域
の
指
定

森
林
病
害
虫
等
防
除
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
松
く
い
虫
に
係
る
高
度
公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域
を
次
の
図
の
と
お
り

指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

す
る
。平

成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
西
北
地
方
農
林
水
産

事
務
所
に
据
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

樹
種
転
換
促
進
指
針
の
公
表

森
林
病
害
虫
等
防
除
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
特
定
森
林
に
係
る
樹
種
転
換
促
進
指
針
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

樹
種
転
換
に
係
る
施
業
に
関
す
る
事
項

１

樹
種
転
換
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
植
生
の
遷
移
を
考
慮
し
、
他
の
樹
種
へ
の
移
行
を
図
る

こ
と
が
適
当
な
松
林
に
お
い
て
、
積
極
的
に
そ
の
促
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
被
害
が

激
甚
な
松
林
及
び
標
準
伐
期
齢
を
超
え
る
松
林
に
つ
い
て
は
、
樹
種
転
換
を
優
先
的
、
計
画
的

に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

樹
種
転
換
に
か
か
る
施
業
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
十
分
配
慮
し
、
被
害
対
策
と

し
て
の
効
果
及
び
森
林
施
業
と
し
て
の
合
理
性
を
確
保
し
つ
つ
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

�

樹
種
転
換
に
伴
う
松
林
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
伐
採
方
法
、
伐
採
時
期
、
残
材
の
処
理
方

法
な
ど
に
配
慮
し
、
伐
採
木
が
新
た
な
繁
殖
・
感
染
源
と
な
ら
な
い
よ
う
に
十
分
注
意
す
る

も
の
と
す
る
。

�

樹
種
転
換
に
よ
る
更
新
に
つ
い
て
は
、
実
施
箇
所
に
お
け
る
気
象
、
土
壌
等
の
自
然
的
条

件
等
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
地
域
の
林
業
・
林
産
業
の
特
性
に
も
配
慮
し
、
そ
の
方
法
及

び
転
換
樹
種
の
選
定
を
確
実
に
行
う
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
施
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
松
天
然
稚
樹
の
除
去
等
を
行
い
、
松
以
外
の
樹
種

へ
の
転
換
を
確
実
に
行
う
も
の
と
す
る
。

二

森
林
組
合
等
に
よ
る
樹
種
転
換
の
促
進
に
関
す
る
事
項

樹
種
転
換
の
促
進
に
当
た
っ
て
は
、
施
業
の
集
中
化
に
よ
る
採
算
性
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、

地
域
の
自
然
条
件
等
に
応
じ
た
施
業
の
実
施
を
行
う
た
め
、
労
働
力
等
の
確
保
が
可
能
で
、
地
域

に
精
通
し
た
森
林
組
合
へ
の
委
託
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
該
当
森
林
組
合
に
お
い
て
は
、
組
合
員
等
に
お
け
る
樹
種
転
換
の
促
進
を
図
る
た
め
、

樹
種
転
換
に
関
す
る
規
程
を
定
め
る
な
ど
推
進
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

三

そ
の
他
樹
種
転
換
の
実
施
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項

１

被
害
木
等
の
利
用
促
進

市
町
村
、
森
林
組
合
、
素
材
生
産
業
者
及
び
そ
の
他
の
関
係
者
等
は
相
互
に
緊
密
な
連
携
を

取
り
、
松
材
の
流
通
加
工
等
に
関
し
、
情
報
の
交
換
を
行
い
被
害
木
及
び
樹
種
転
換
に
伴
う
伐

採
木
の
利
用
促
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

激
害
林
分
の
扱
い

高
度
公
益
機
能
森
林
周
辺
の
松
林
か
ら
繁
殖
・
感
染
源
を
除
去
す
る
た
め
、
防
除
措
置
を
実

施
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
防
除
対
象
松
林
よ
り
激
し
い
被
害
が
継
続
し
、
松
の
立
木

本
数
が
著
し
く
低
下
し
た
り
、
林
分
全
体
が
疎
ら
と
な
っ
て
い
る
松
林
に
つ
い
て
は
、
早
期
に

樹
種
転
換
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

３

生
立
木
除
去

高
度
公
益
機
能
森
林
へ
の
被
害
の
飛
び
込
み
を
防
ぐ
効
果
の
高
い
林
分
で
、
松
の
混
交
歩
合

が
低
く
、
松
を
伐
採
し
て
も
森
林
と
し
て
の
機
能
を
維
持
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
生
立
木
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除
去
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

地
区
防
除
指
針
の
公
表

森
林
病
害
虫
等
防
除
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
同
法
第
七
条
の
十
第
一
項
の
地
区
実
施
計
画
の
対
象
と
な
る
特
定
森
林
に
係
る
地
区
防
除
指
針

を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

す
る
。平

成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

自
主
防
除
措
置
を
推
進
す
べ
き
森
林
の
基
準

自
主
防
除
措
置
を
推
進
す
べ
き
森
林
の
基
準
は
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

１

高
度
公
益
機
能
森
林
の
周
辺
、
概
ね
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
位
置
し
、
松
く
い
虫
等
の

駆
除
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
、
必
要
な
措
置

(
以
下

｢

自
主
防
除
措
置｣

と
い
う
。)

を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
被
害
を
低
下
さ
せ
、
高
度
公
益
機
能
森
林
の
保
全
に
資
す
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
松
林
で
あ
る
こ
と
。

２

被
害
拡
大
防
止
森
林
か
ら
概
ね
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

(

マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
が
通
常
自
ら

移
動
す
る
と
さ
れ
る
距
離)

に
接
近
し
て
い
る
も
の
を
除
き
、
高
度
公
益
機
能
森
林
へ
の
影
響

を
勘
案
し
、
概
ね
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
団
地
を
形
成
し
て
い
る
松
林
で
あ
る
こ
と
。

二

地
区
実
施
計
画
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項

１

特
別
伐
倒
駆
除

�

実
施
箇
所

�

伐
倒
駆
除
に
お
け
る
駆
除
効
果
が
十
分
で
な
い
箇
所

�

地
域
に
お
け
る
被
害
量
及
び
労
働
力
の
状
況
か
ら
、
冬
期
に
わ
た
っ
て
駆
除
を
行
う
必

要
が
あ
る
地
域
の
松
林
で
以
下
に
該
当
す
る
箇
所

ア

地
形
が
平
坦
で
路
網
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
被
害
木
の
搬
出
が
容
易
で
あ
る
松
林

イ

焼
却
又
は
現
地
で
の
破
砕
が
可
能
な
松
林

ウ

自
然
公
園
等
で
景
観
及
び
道
路
沿
い
な
ど
管
理
上
被
害
駆
除
木
の
放
置
が
好
ま
し
く

な
い
箇
所

エ

特
別
防
除
又
は
地
上
散
布
を
実
施
し
た
松
林
及
び
そ
の
周
辺
松
林
で
、
徹
底
し
た
駆

除
が
必
要
な
松
林

�

実
施
上
の
留
意
事
項

�

移
動
式
チ
ッ
パ
ー
、
移
動
式
炭
化
炉
等
の
被
害
木
の
破
砕
、
焼
却
等
に
必
要
な
施
設
の

整
備
に
努
め
る
。

�

火
災
の
防
止
、
作
業
上
の
安
全
及
び
煙
等
に
よ
る
周
辺
へ
の
影
響
を
軽
減
す
る
の
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

�

焼
却
に
当
た
っ
て
は
、｢

つ
ち
く
ら
げ
病｣

が
発
生
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
松
林

内
で
は
実
施
し
な
い
な
ど
箇
所
の
選
定
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

２

伐
倒
駆
除

�

実
施
箇
所

特
別
伐
倒
駆
除
に
よ
ら
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
伐
倒
駆
除
で
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
地
域
に
お
け
る
駆
除
作
業
の
実
績
及
び
林
業
労
働
力
の
状
況
を
踏
ま
え
、
特
別
伐

倒
駆
除
と
の
適
正
な
労
働
力
配
分
等
を
行
い
、
適
期
に
確
実
な
実
施
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。

�

実
施
上
の
留
意
事
項

薬
剤
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
農
薬
取
締
法
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
薬
剤
く
ん
蒸
処
理

に
当
た
っ
て
は
、
作
業
中
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
注
意
表
示
を
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
等
に
付

け
て
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

３

補
完
伐
倒
駆
除

�

実
施
箇
所

特
別
伐
倒
駆
除
又
は
伐
倒
駆
除
の
対
象
地
内
で
あ
っ
て
、
以
下
に
該
当
す
る
箇
所

�

継
続
し
て
被
害
が
発
生
し
て
い
る
箇
所

�

立
木
密
度
が
高
く
、
概
ね
本
数
率
で
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
被
圧
等
に
よ
る
枯
損
木
が

見
ら
れ
る
箇
所

�

雪
害
、
風
害
な
ど
自
然
災
害
に
よ
る
枯
損
木
が
見
ら
れ
る
箇
所

�

実
施
上
の
留
意
事
項

補
完
伐
倒
駆
除
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
薬
剤
を
使
用
す
る
場
合
、
農
薬
取
締
法
を

遵
守
す
る
と
と
も
に
、
駆
除
効
果
の
高
い
時
期
に
漏
れ
の
な
い
よ
う
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
。

４

保
育
等
に
よ
る
松
林
の
健
全
化

�

実
施
箇
所

松
林
の
健
全
化
に
よ
る
マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
の
繁
殖
・
感
染
源
の
減
少
及
び
繁
殖
の

抑
制
を
図
り
、
被
害
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、

｢

守
る
べ
き
松
林｣

と
樹
種
転
換
が
終

了
す
る
ま
で
の

｢
周
辺
松
林｣

で
あ
っ
て
、
枯
損
木
、
枯
れ
枝
、
倒
木
等
が
多
く
見
ら
れ
る
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箇
所
に
お
い
て
は
、
枯
損
木
等
の
除
去
処
理
、
枝
打
ち
、
林
内
整
理
、
天
敵
類
の
誘
導
等
を

励
行
す
る
も
の
と
す
る
。

�

実
施
上
の
留
意
事
項

�

枯
損
木
等
の
除
去
処
理
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
林
分
密
度
管
理
を
行
う
た
め
に

実
施
す
る
も
の
と
し
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

ア

生
育
環
境
の
急
激
な
変
化
を
避
け
る
た
め
、
過
度
の
伐
採
に
留
意
し
、
林
分
の
状
況

に
応
じ
た
効
果
的
な
実
施
に
努
め
る
こ
と
。

イ

松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
枯
損
木
は
、
適
切
な
駆
除
処
理
を
併
用
す

る
こ
と
。

ウ

伐
倒
木
が
新
た
な
繁
殖
・
感
染
源
と
な
ら
な
い
よ
う
伐
採
方
法
、
伐
採
時
期
、
残
材

の
処
理
方
法
な
ど
に
配
慮
し
た
施
業
を
行
う
こ
と
。

�

枝
打
ち
、
林
内
整
理
、
天
敵
類
の
誘
導
等
に
つ
い
て
は
、
枯
れ
枝
、
枯
損
木
が
多
く
見

ら
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
、
被
害
の
ま
ん
延
防
止
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５

駆
除
処
理
木
の
利
用
促
進

市
町
村
、
森
林
組
合
、
素
材
生
産
業
者
、
製
材
業
者
及
び
チ
ッ
プ
生
産
者
等
関
係
者
は
相
互

に
緊
密
な
連
携
を
図
り
、
松
材
の
流
通
、
加
工
等
に
関
し
、
情
報
の
交
換
を
行
い
利
用
価
値
に

配
慮
し
た
玉
切
り
や
チ
ッ
プ
処
理
等
被
害
木
の
有
効
利
用
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

６

そ
の
他

�

被
害
木
の
移
動
に
つ
い
て
、
監
視
を
強
化
し
、
薬
剤
等
に
よ
る
処
理
を
実
施
し
な
け
れ
ば

移
動
で
き
な
い
事
、
貯
木
場
や
製
材
後
の
残
材
は
薬
剤
に
よ
る
防
除
や
焼
却
す
る
等
ま
ん
延

防
止
措
置
の
必
要
性
に
つ
い
て
普
及
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

�

地
上
散
布
や
被
害
木
の
伐
採
・
搬
出
、
樹
種
転
換
及
び
被
害
跡
地
造
林
等
の
促
進
を
図
る

た
め
、
林
道
、
作
業
道
の
整
備
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。

�

松
く
い
虫
被
害
の
早
期
発
見
、
徹
底
駆
除
を
期
す
る
た
め
森
林
所
有
者
、
県
、
市
町
村
、

森
林
組
合
、
そ
の
他
の
林
業
関
係
団
体
、
地
域
住
民
等
と
連
携
の
も
と
、
地
域
が
一
体
と
な
っ

た
被
害
対
策
に
取
り
組
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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